
 

命 令 書（写） 

 

      名古屋市中村区名駅南二丁目11番43号 

 申 立 人 愛知連帯ユニオン 

       執行委員長   Ｄ    

 

      愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 

 被申立人 パナソニックエコシステムズ株式会社 

代表取締役   Ｅ    

 

 上記当事者間の愛労委平成21年（不）第２号不当労働行為救済申立事件につ

いて、当委員会は、平成24年９月24日第1435回公益委員会議において、会長公

益委員塩見渉、公益委員永冨史子、同青木学、同小泉隆範、同中舍寛樹、同長

谷川留美子、同山本和子出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主  文 

 

本件申立てをいずれも棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 事案の概要 

   本件は、被申立人パナソニックエコシステムズ株式会社（平成20年10

月１日、「松下エコシステムズ株式会社」から商号変更。以下、商号変更

の前後を通じて「会社」という。）において、①申立人愛知連帯ユニオン
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（以下「組合」という。）が平成21年３月２日に申し入れた組合の組合員 

  Ｆ （以下「 Ｆ 」という。）の直接雇用に係る団体交渉に応じなかっ

たこと、②組合が同年４月14日に申し入れた組合の組合員 Ｇ  （以下

「 Ｇ 」という。）の直接雇用に係る団体交渉に応じなかったこと、③組

合が平成22年５月13日に申し入れた Ｇ の労働災害に係る団体交渉に応

じなかったことが、労働組合法（以下「労組法」という。）第７条第２号

に該当する不当労働行為であるとして、平成21年３月10日に申し立てられ

た事件である（②については平成21年４月24日に、③については平成22

年６月25日に、それぞれ追加申立てされたものである。）。 

   なお、請求する救済内容は、団体交渉応諾及び誓約文の掲示である。 

第２ 認定した事実 

 １ 当事者 

 （１）会社は、空調・環境機器の開発・製造・販売等を業とする株式会社で、

平成24年４月現在の従業員数は1,271名である。 

 （２）組合は、平成20年１月に結成され、地域で働く労働者で組織される個

人加盟の、いわゆる合同労組であり、本件結審時の組合員数は115名であ

る。 

２  Ｆ の会社における就労 

 （１）就労の開始 

   ア 平成16年７月頃、 Ｆ は、申立外有限会社共栄紙器（以下「共栄紙

器」という。）の求人募集に応募し、共栄紙器春日井事業所長の   Ｈ 

    （以下「 Ｈ 所長」という。）の面接を会社の春日井工場で受け

た。 Ｆ は、 Ｈ 所長から賃金や労働時間、業務内容の説明を受け、

就業場所となる会社の春日井工場を見学したが、この面接に会社の社

員は立ち会っていなかった。 

     面接の結果、 Ｈ 所長は、 Ｆ を採用することを決めた。（甲31p２、
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乙68p５・p29、70p２・p12） 

   イ 同年８月２日、 Ｆ は、共栄紙器との間で、時給を1,200円とする等

の有期雇用契約（雇用期間は同日から翌17年３月31日まで）を結び、

同日から、派遣労働者として会社の春日井工場ＲｏＨＳ検査室で、特

定有害物質の含有量の検査に関する業務（以下「ＲｏＨＳ業務」とい

う。）に従事した。（甲31p３、乙27、68p６、71p２） 

 （２）担当業務 

   ア ＲｏＨＳ業務は、前処理と呼ばれる測定準備、測定、測定結果の入

力及び判定から構成され、測定は、ＵＶと呼ばれる紫外可視分光光度

計、ＥＤＸと呼ばれる蛍光Ｘ線測定器及びＧＣ－ＭＳと呼ばれる特殊

な測定器を操作して行われるが、特にＧＣ－ＭＳの操作や測定結果の

判定は複雑で高度な専門的業務であった。（乙62p１・p２、71p２・p

３） 

      Ｆ は、就業開始時から会社での就労が終了する平成21年３月末ま

での間、この業務に従事していた。（甲31p３、39、乙25の２p７） 

   イ  Ｆ は、平成17年２月にＲｏＨＳ検査室に異動してきた会社の社員

で上司のマネージャー   Ｉ   （以下「 Ｉ マネージャー」という。）

からの指示により、ＲｏＨＳ業務で使用する測定器の作業標準書を、

会社の社員と共同して作成した。（甲31p５、乙68p43、乙71p１・p15） 

   ウ  Ｆ は、平成19年頃、分析結果について見解の相違があった大阪の

ヒューズメーカーに Ｉ マネージャーとともに出張した。また、平成

20年11月頃には、メッキ部品の分析方法を測定器に再設定する必要が

生じたことから、京都の分析機器メーカーに別の職場責任者に同行し

て出張したことがあった。（甲31p５・p６、乙71p21） 

 （３）共栄紙器と会社との契約状況 

   ア 共栄紙器と会社は、平成16年３月１日に業務請負基本契約を締結し、
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平成18年２月１日に労働者派遣基本契約を締結したが、 Ｆ に対する

指揮監督は、同人が会社での就労開始当初の平成16年８月２日から会

社の社員が行っていた。（甲41p47、乙47、50） 

   イ 共栄紙器と会社との間で締結した前記業務請負基本契約において請

負業務とされていたのは、「①レンジフードの完成品、部品、部材の

組立、梱包業務、②換気扇の完成品、部品、部材の組立、梱包及び検

査業務、③上記に付帯する業務」であった。（乙47） 

     また、共栄紙器と会社との間で平成18年８月２日付けで締結した  

Ｆに係る労働者派遣個別契約書において、業務内容は「測定品の前処

理、測定、測定結果の判定、結果入力、及びそれに付随する業務（５、

８号）」と記載されており、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「派遣法」という。）

第40条の２第１項第１号に基づく同法施行令第４条で規定する業務

（以下「政令26業務」という。）のうち、同条第５号の電子計算機、

タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の

業務、同条第８号の文書、磁気テープ等のファイリングに係る分類の

作成又はファイリングの業務とされていた。また、時間外労働及び休

日労働については、会社は必要に応じて命じることができるとされて

いた。（乙51、56、57、59） 

 （４）昇給 

   ア 平成18年２月頃、 Ｆ は、友人から喫茶店の経営をしないかと誘わ

れたので、 Ｉ マネージャーに退職の相談をしたところ、同人から辞

められるのは困る旨言われ、給料がいくらあれば残ってくれるかと尋

ねられたので、時給が2,000円くらいあれば残る旨答えた。（甲31p６・

p７、乙68p14） 

   イ 数日後、 Ｆ は、 Ｉ マネージャーからＲｏＨＳ業務に係る派遣料
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金を今後、１時間当たり1,500円から2,200円にし、半年後には2,700

円にする案を人事部に上げる旨聞いた。それから数日後、 Ｆ は、 Ｉ 

  マネージャーから、１時間当たり2,200円の派遣料金の案は通った

が、半年後に2,700円にする案は却下された旨聞き、「あとは共栄紙器

からいくらもらえるようにするか、がんばって交渉してくれ。」と言

われた。（甲31p７） 

   ウ それから間もなくして、 Ｆ は、 Ｈ 所長から時給1,500円の提示を

受けたが、これを断ったところ、同人から希望する額を聞かれたため、

最低でも時給1,900円はほしい旨答えた。後日、 Ｆ は、 Ｈ 所長か

ら時給1,900円にする旨伝えられ、平成18年６月支給分の給料から、

時給が1,200円から1,900円になった。（甲31p７・p８、乙33p１、70p19・

p20） 

   エ この間、会社は共栄紙器と Ｆ に係る派遣料金の交渉を行い、派遣

料金を１時間当たり1,500円から2,200円に引き上げた。（乙70p20、乙

71p27・p28） 

     なお、 Ｆ が従事したＧＣ－ＭＳを操作する業務に係る派遣料金の

世間相場は１時間当たり4,000円から5,000円で、会社の派遣料金は非

常に安い料金であり、 Ｉ マネージャーもそのように認識していた。

（乙71p３・p４） 

   オ また、平成17年12月頃、会社は、ＧＣ－ＭＳの導入を決めたのを機

に、従前一律であったＲｏＨＳ業務の派遣料金を業務内容ごとの派遣

料金に見直すことにし、 Ｆ が昇給したのと同時期に、操作判定でき

る機器に応じて、１時間当たりの派遣料金をＡランク（ＵＶ、ＥＤＸ、

ＧＣ－ＭＳ）2,200円、Ｂランク（ＵＶ、ＥＤＸ）1,800円、Ｃランク

（前処理）1,500円の３段階に分けた。（甲31p８・p９、乙51、70p21、

71p３～p５） 
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     これに伴い、 Ｉ マネージャーは、派遣労働者の作業レベルの確認

を行うこととなったが、 Ｆ がその確認作業に関与した。（甲31p９、

乙71p19・p20） 

 （５） Ｉ マネージャーからの社員化の打診 

    平成18年夏頃、 Ｉ マネージャーは、 Ｆ に会社の社員となる意向が

あるかを確認し、人事部に相談したが、人事部からは検討の余地がない

旨言われた。 

    また、平成20年１月頃、 Ｉ マネージャーは、 Ｆ に再度、会社の社

員となる意向があるかを確認し、人事部に相談したところ、人事部では

一度検討することとなったが、それ以上この話は進展せず、いずれも Ｆ 

 に対し会社から条件提示はなかった。（甲31p10、乙71p６～p８） 

 （６）ホンダロジコムへの移籍 

   ア 平成20年８月頃、申立外ホンダロジコム株式会社（以下「ホンダロ

ジコム」という。）は、会社から、共栄紙器が同年10月末をもって会

社への派遣業務から撤退するため、共栄紙器に代わって労働者派遣を

行うよう打診された。共栄紙器からも解雇予定の従業員を派遣元とし

て雇ってもらいたいとの依頼を受けたホンダロジコムは、面接の結果、

責任を持って雇用できる人であれば採用を検討すると共栄紙器に答

えた。（乙63p１・p２、72p２・p３） 

     これを受けて、共栄紙器は、 Ｆ を含めホンダロジコムへの移籍を

希望する13名の従業員をホンダロジコムに紹介した。（乙63p２） 

   イ 同年９月12日、ホンダロジコムの   Ｊ   センター長（以下「 Ｊ  

センター長」という。）は、 Ｆ の面接を行い、時給が1,550円になる

ことを説明したところ、 Ｆ は、時給が現在の1,900円より下がるの

であれば雇ってもらわなくていい旨答えた。 

     この面接の結果、ホンダロジコムは、時給面で折り合わなかったこ
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と及び Ｆ の面接態度がよくなかったことから、同人の採用を見合わ

せた。（乙63p１・p２、72p４～p６） 

   ウ ホンダロジコムがこの面接結果を会社に伝えたところ、後日、会社

から Ｆ に係る派遣料金を１時間当たり2,700円に増額する旨の申出

があり、ホンダロジコムは、 Ｆ の採用について、面接態度が悪かっ

た点を再度面接を行って確認することとした。 

     なお、 Ｆ の再度の面接については、 Ｉ マネージャーからも要請

されていた。（乙72p７・p８・p18・p19、73p24） 

   エ 同年10月９日、ホンダロジコムは、 Ｆ の２回目の面接を行い、 Ｆ 

  と時給1,900円で合意し、 Ｆ の面接態度も改善されたことから、

同月22日、同人の採用を決め、同年11月１日、契約期間を同日から平

成21年３月31日まで、仕事の内容を測定作業及び付帯作業、時給を

1,900円とする等の雇用契約を結んだ。（甲39、乙39、63p３、68p20・

p21、72p８） 

   オ ホンダロジコムと会社は、 Ｆ に係る労働者派遣個別契約書を平成

20年10月30日付けで作成したが、その中で、業務内容は「測定品の前

処理・測定・測定結果の判定、結果入力（５、８号）」と記載されて

おり、会社は、時間外労働及び休日労働は必要に応じて命じることが

できるとされていた。（甲22） 

 （７）勤怠管理等 

   ア 共栄紙器は、 Ｆ に対し出退勤時刻を勤怠管理表に記載するよう指

示し、その勤怠管理表により Ｆ の労働時間を管理し、また、欠勤す

るときには、 Ｆ は会社の上司に直接報告していた。（甲31p15、乙61p

３） 

     ホンダロジコムは、ＩＣカードとタイムカードで Ｆ の労働時間を

管理し、欠勤するときには、 Ｊ センター長と Ｉ マネージャーに連
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絡するよう Ｆ に説明していた。（乙63p３） 

   イ  Ｆ は、会社の指示に基づいて時間外労働を行っていたが、平成19

年頃、 Ｆ が実際には時間外労働を行っていないにもかかわらず、 Ｉ 

 マネージャーから勤怠管理表に月10時間程度、時間外労働をした実

績を付けるよう指示されたことがあった。（甲31p９・p10、乙68p17） 

   ウ  Ｆ は、年に一度、パナソニックグループの創業者の功績学習の展

示を会社からの指示により勤務時間内に見学することがあった。また、

平成20年の年末か平成21年初め頃には会社のＩＳＯ講習に出席した

ことがあった。（甲31p15、乙16p５） 

   エ 会社は、 Ｆ を含めた派遣労働者に対し、①派遣元会社の名前が記

載された名札を着用させる、②入門許可証について、会社の社員には

磁気カードの社員証を発行しているのに対し、派遣労働者には黄色の

紙製の入門許可証を発行する、③派遣労働者は社内製品従業員購入制

度を利用できないなど、会社の社員とは異なる取扱いをしていた。（乙

64p１・p２、68p33） 

 （８）労働者派遣契約の解除 

   ア 平成20年９月頃、ＲｏＨＳ業務について、その重要性を認識してい

た会社は、社員化の方針を決定し、派遣労働者を減らして会社の社員

に置き換えていくこととした。（乙73p17） 

   イ 同年12月１日、会社は、会社の社員の Ｋ をＲｏＨＳ検査室に異動

させ、 Ｆ は、 Ｉ マネージャーから、従事している仕事の内容を全

て Ｋ に教えるよう指示されたため、 Ｋ を指導した。 

     平成21年２月には、 Ｆ は、分析機器メーカーに Ｋ と出張し、分

析機器メーカーのＧＣ－ＭＳ担当者との顔つなぎをし、ＧＣ－ＭＳの

操作及びそれに関する人間関係を Ｋ に引き継いだ。（甲31p12・p13） 

   ウ 同年２月19日頃、会社は、ホンダロジコムに対し、ＲｏＨＳ業務の
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１名について労働者派遣契約を解除する旨通知した。（乙40） 

   エ 同月27日、ホンダロジコムは、 Ｆ に対し、同年３月末で雇用契約

を打ち切る旨伝えたが、その理由については、会社が同人を指定して

契約を更新しないと言ってきたためであると述べた。（甲31p13） 

   オ 翌28日、 Ｆ は、この打切りについて Ｉ マネージャーに尋ねたと

ころ、同人は、 Ｆ のコストが一番の問題である旨答えた。 

     なお、同年３月時点で会社における派遣料金がＡランクの派遣労働

者は、 Ｆ しかいなかった。（甲31p９・p14） 

   カ 同年３月末、 Ｆ は、ホンダロジコムとの雇用契約が終了し、会社

での派遣就労を終えた。（甲39、乙25の２p７、63p５） 

 ３  Ｇ の会社における就労 

 （１）就労の開始 

   ア 平成19年10月４日、 Ｇ は、人材派遣会社の申立外株式会社スタッ

フサービス（以下「スタッフサービス」という。）に派遣労働者とし

て登録した。その際、 Ｇ は、スタッフサービスから、スタッフノー

トという就業マニュアルを渡され、派遣のシステムや派遣労働者とし

て働くに当たり必要となる事項（欠勤の連絡、通勤手段等）の説明を

受けた。（乙26の２p１、44、第１回審問調書 p４） 

   イ 同年11月12日、スタッフサービスは、会社から、業務内容が換気扇

を設計する部門での風量・温度・騒音の計測、データ入力及び補助作

業、必要なスキルとしてはエクセルが使えること、派遣人員が１名と

の注文を受けた。スタッフサービスが、この業務を時給1,350円で  Ｇ 

          に紹介したところ、 Ｇ は、職場見学を希望した。（乙67p３、77p

３・p４・p７） 

   ウ 同月13日、スタッフサービスは、会社に対し、候補者１名の人選を

行ったこと、人選した候補者が職場見学を希望していることを伝える
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とともに、 Ｇ の技能等が記載されたスキルシートを送付した。（乙

67p３・p４、77p４・p５・p13） 

   エ 同月15日、 Ｇ がスタッフサービスの担当者とともに会社を訪問し

て職場見学が行われた。この職場見学の応対をした会社の社員２名は、 

 Ｇ に業務内容の説明を行い、同人からの質問を受けるとともに、同

人に対し中学レベルの理科の知識があるか、残業が可能であるか等の

質問をした。 

     その後、 Ｇ は、実験設備のフロアーに案内され、実験装置を見学

したが、この職場見学の所要時間は、30分程度であった。（乙74p４・

p５・p21・p22、75p７） 

   オ 同日夜、 Ｇ の採用を決定したスタッフサービスは、同人に対し、

時給が1,450円、就労開始日が同月19日である旨電話で伝えた。（乙

74p６、77p７） 

   カ 同月19日、 Ｇ は、スタッフサービスの派遣労働者として会社で就

労を始めた。（甲32p４） 

 （２）担当業務  

   ア  Ｇ は、会社の技術グループ換気システムチームに配属されたが、

この頃、会社では、国内で製造していた業務用の有圧換気扇の製造を、

中国の子会社に移管しようとしており、中国で試作品を製作し、日本

製と同等の性能を有するかについての性能の実験、評価をしなければ

ならなかった。同人が担当した業務は、この有圧換気扇の試作品の性

能の実験・評価をする業務（以下「性能実験業務」という。）であっ

た。（甲32p６、乙65p１・p２、66p１） 

     なお、同人が会社での就労を開始したときに、中国の子会社へ製造

移管することが決まっていたのは、羽根径40センチメートルまでの有

圧換気扇（以下「小型有圧換気扇」という。）であり、この小型有圧
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換気扇に係る性能実験業務が同人の主な業務であった。（乙76p２） 

   イ 羽根径45センチメートル以上の有圧換気扇（以下「大型有圧換気扇」

という。）については、会社は、コスト等の問題から製造移管ではな

く、モーター部分を中国製のものに取り替えるという合理化業務に取

り組んでいたが、この合理化業務は、中国製モーターを組み入れた大

型有圧換気扇の性能実験業務及び中国製モーターを組み入れた大型

有圧換気扇の国際規格の認証を受けるための実験業務の二つであっ

た。 Ｇ は、小型有圧換気扇の性能実験業務が減ってきたことに伴い、

平成20年12月頃から、余った時間に、大型有圧換気扇の性能実験業務

にも従事することがあった。（乙74p16、76p２・p３、96p４～p６） 

   ウ 同年夏頃、会社の社名変更に伴い、 Ｇ は、会社の社員で技術グル

ープのマネージャー    Ｌ    （以下「 Ｌ マネージャー」という。）

から指示されて、設計図に記載されている社名の変更作業に１か月間

従事した。（乙74p９・p10、第１回審問調書 p17） 

 （３）スタッフサービスと会社との契約状況等 

   ア スタッフサービスと会社は、平成19年11月12日付けで Ｇ に係る労

働者派遣個別契約書を作成したが、その中で、業務内容は「機械設計 

政令第４条第２号業務」と記載されており、時間外労働・休日労働は、

「１日６時間、月45時間、年360時間の範囲内。」とされていた。（甲

28、乙６の１） 

   イ  Ｇ は、会社での就労を始めてから間もなくして、スタッフサービ

スから、業務内容は、「ＯＡ機器操作、政令第４条第５号業務」、派遣

期間が「平成19年11月19日から平成20年５月19日まで」、賃金が時給

1,450円である旨記載された平成19年11月16日付けの派遣労働者雇入

通知書兼就業条件明示書を受け取った。これについて、業務内容が異

なると思った Ｇ が、その旨スタッフサービスに申し出たところ、ス
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タッフサービスは、２週間ほどして、業務内容が「機械設計、政令第

４条第２号業務」、派遣期間が「平成19年11月19日から平成20年３月

31日まで」と記載された派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書を同

人に渡した。（甲23、24、32p７、乙74p11・p12） 

     なお、その後、 Ｇ は、派遣期間が「平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで」と記載された平成20年３月31日付けの派遣労働者雇

入通知書兼就業条件明示書をスタッフサービスから受け取り、以後も、

３か月ごとに雇用契約を更新した。（甲10の３～６） 

 （４）レンジフードチームへの配置転換 

   ア 平成21年４月初め頃、 Ｇ は、  Ｌ  マネージャーから、同月末の

１週間、レンジフードチームへ行ってもらいたいとの依頼を受けた。

（乙74p14） 

   イ 同月13日の朝、 Ｇ は、  Ｌ  マネージャーから、同日からレンジ

フードチームに行くよう求められ、 Ｇ は、同日から同月30日まで、

会社の技術グループ内の別のチームであるレンジフードチームで就

労した。（甲32p11、乙74p14） 

   ここでの業務は、フィルターを自動的に洗浄する機能のついたレン

ジフードのクレーム対策のプロジェクトで、フィルターを意図的に

様々な汚れ具合にしておいたうえで、様々な方法で洗浄し、汚れの取

れ具合を調べるものであった。（甲13p２、32p６、第２回審問調書 p56・

p57） 

  なお、この配置転換について、会社は、スタッフサービスに対し事

後になって報告し、後日、スタッフサービスとの間でこれに係る労働

者派遣個別契約書を作成した。（乙76p４） 

 （５）勤怠管理等 

   ア スタッフサービスは、 Ｇ に、タイムカードの提出を指示して同人
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の労働時間を管理し、欠勤するときには、派遣先企業とスタッフサー

ビスに連絡するよう指示していた。（乙44、74p24） 

     なお、 Ｇ は、スタッフサービスから、タイムカードの時間記入を

５分単位で行うよう指示されていたが、会社から、会社の時間管理に

合わせて15分単位で行うよう指示されたため、15分単位で記入してい

た。（乙32p10、44p６、74p19・p20） 

   イ  Ｇ は、会社の社員から時間外労働を指示されていたが、時間外労

働の時間がスタッフサービスの労使協定である月45時間を超えるこ

とが派遣期間中３回あった。（甲32p10、乙15p２） 

   ウ  Ｇ は、会社の朝礼に毎日参加し、ラジオ体操の後、社歌を唱和し

た。また、同人は、勤務時間内に会社の環境への取組についての教育

への参加、及び年に１度、パナソニックグループの創業者の偉業を宣

伝する展示会への出席を求められた。（甲32p11、乙15p３） 

   エ 会社は、名札、入門許可証及び社内製品従業員購入制度において、 

 Ｇ についても、会社の社員とは異なる取扱いをしていた。（乙64p

１・p２） 

 （６）労働者派遣契約の解除 

   ア  Ｇ が主に従事していた小型有圧換気扇の性能実験業務は、当初の

予定では平成21年３月頃には完了する見込みであったが、一部機種に

課題が残り、完了が同年４月中旬までずれこんだ。これに伴い、会社

は、同年３月末までであった Ｇ に係る労働者派遣契約を１か月延長

した。（乙６の６、76p２・p３） 

   イ 会社は、平成21年３月18日付けで、スタッフサービスに対し、 Ｇ  

に係る労働者派遣契約を、同年５月１日をもって解除する旨通知した。

（乙45） 

   ウ 同年３月末、 Ｇ は、スタッフサービスから同年４月末で雇用契約
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を打ち切る旨通告され、同年４月末をもって、会社での派遣就労を終

えた。これにより、同年５月１日以降、会社で就労する組合の組合員

はいなくなった。（甲32p12、第３回審問調書 p６） 

     なお、平成21年４月１日からは、別の派遣労働者１名が中国製のモ

ーターを組み入れた大型有圧換気扇の性能実験業務及び国際規格の

認証を受けるための実験業務を担当するようになった。（乙60、96p４

～p６、第２回審問調書 p106） 

 ４  Ｇ の労働災害 

 （１）平成21年２月10日、 Ｇ は、会社の春日井工場Ｇ２棟で、性能実験業

務の中の風量試験を行うため、約30キログラムのモーターを一人で台の

上に置こうとした時に、右手親指腹側を裂傷する労働災害（以下「本件

労災」という。）に遭った。（第１回審問調書 p７・p８） 

     Ｇ からけがをした旨の連絡を受けた換気システムチームのチームリ

ーダー  Ｍ  （以下「Ｍチームリーダー」という。）は、 Ｇ を会社の医

務室へ連れて行き、応急処置後、産業医の判断により近くの病院へ連れ

て行った。傷の状態は、右手親指の腹側の皮が直径７ミリメートルぐら

いとれたというもので、病院で、 Ｇ は、消毒して薬を塗りガーゼをし

て包帯を巻くという治療を受けたが、診察した医師から仕事を制限する

よう指示を受けることはなく、病院への通院はこの１回だけであった。

（甲32p９・p10、43、第２回審問調書 p３・p５・p７・p８） 

     Ｇ は、翌日から会社内の医務室で、傷口の消毒とガーゼの交換を行

ってもらい、数日後からは自ら傷口の消毒とガーゼの交換を行った。（甲

32p10、44の２、第２回審問調書 p20） 

    なお、会社の社内安全衛生規則上、25キログラムを超える重量物は二

人で扱うことが義務づけられていた。（第１回審問調書 p８） 

 （２）本件労災発生当日の夜、 Ｇ は、スタッフサービスから提携先の社会
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保険労務士事務所に連絡するよう言われ、同事務所に連絡した。その後、

労災保険の申請手続を行い、病院の窓口等で支払った治療費を返還され

たが、その過程で、 Ｌ マネージャーから労災保険の申請書類の投函を

待つよう言われ、１日ほど投函を見合わせたことがあった。（甲32p10、

第１回審問調書 p10・p11、第２回審問調書 p19・p20） 

 （３）本件労災後、 Ｇ は、Ｍチームリーダーの指示で、古い有圧換気扇の

設計図や実験データの整理の作業を行ったが、２週間後には従前の業務

に復帰した。（甲32p10、第１回審問調書 p11・p13、第２回審問調書 p28） 

 （４）平成22年２月頃、組合の執行委員長は、 Ｇ から、本件労災発生当日

に社会保険労務士事務所に連絡した際に、「典型的な労災隠しですね」と

社会保険労務士から言われたという話を聞いた。（甲32p10、第２回審問

調書 p13・p37・p39・p40・p47） 

     なお、 Ｇ のけがの程度について、組合は、同年１月時点では軽いけ

が（同月18日付け申立人主張書面（13））と主張し、同年６月の時点で

は全治１か月（同月25日付け不当労働行為救済追加申立書）と主張した。 

 ５ 団体交渉の申入れと会社の対応 

 （１） Ｆ に係る団体交渉申入れ 

   ア 平成21年２月27日に同年３月末日での雇用契約打切りの通告を受け

た Ｆ は、同年３月１日、組合に加入した。翌２日、組合は、会社に

対し、 Ｆ を直接雇用することを求めて書面により団体交渉申入れ

（以下「第１団交申入れ」という。）を行ったが、その書面には、中

断している Ｆ の直接雇用の話を進め、その条件提示等を求めること、

同人は会社からの直接雇用の申入れを基本的に受け入れる旨等が記

載されていた。（甲１、31p13、33p２・p３） 

   イ これに対し会社は、同月６日付けの回答書により、会社は Ｆ の直

接雇用とその条件について、自らは単なる派遣先であって、組合から
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要望されているような団体交渉を行う立場にはない旨及びこれまで

Ｆ に直接雇用の申込みをした事実はなく、今後も同人に直接雇用の

申込みを行うことはない旨回答し、団体交渉に応じなかった。（甲２） 

 （２） Ｇ の直接雇用に係る団体交渉申入れ 

   ア 平成21年３月末に同年４月末での雇用契約打切りの通告を受けた 

Ｇ は、同年４月13日、組合に加入した。翌14日、組合は、会社に対

し、 Ｇ を直接雇用することを求めて書面により団体交渉申入れ（以

下「第２団交申入れ」といい、第１団交申入れと第２団交申入れを合

わせて「直用化団交申入れ」という。）を行ったが、その書面には、

同人の従事していた業務は期間制限のある業務で、既にその期間を過

ぎていること、同人が派遣元との雇用契約が同月末で終了することに

なったため、会社から直接雇用の申込みをいただきたい旨記載されて

いた。（甲５、32p12、33p７） 

   イ これに対し会社は、同月23日付けの回答書により、会社は Ｇ の直

接雇用について、自らは単なる派遣先であって、組合から要望されて

いるような団体交渉を行う立場にはない旨及び同人の従事していた

業務は政令26業務の一に相当する業務であり、派遣の期間制限を受け

る業務ではない旨回答し、団体交渉に応じなかった。（甲６） 

 （３）本件労災に係る団体交渉申入れ 

   ア 平成22年５月13日、組合は、会社に対し、書面により本件労災に係

る団体交渉申入れ（以下「労災団交申入れ」という。）を行ったが、

その書面には、本件労災に関して、交渉事項を①当時の労働者に対す

る危険防止の措置について、②被災後、 Ｇ に事務労働をさせた理由

について、③通院慰謝料相当額の損害賠償の請求について、とする旨

記載されていた。（甲17、42p２） 

   イ これに対し会社は、同月26日付け回答書により、発生から既に１年
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以上が経過した過去の事故に関する交渉事項については、会社は団体

交渉を行う立場にない旨回答し、団体交渉に応じなかった。（甲18） 

 ６ 本件申立てとその後の状況 

 （１）組合は、平成21年３月10日に第１団交申入れに係る申立てを行い、同

年４月24日に第２団交申入れに係る追加申立てを、平成22年６月25日に

は労災団交申入れに係る追加申立てを行った。 

 （２）愛知労働局は、会社に対し、平成21年３月31日付け是正指導書により、 

Ｆ  が従事する業務が派遣受入期間の制限を受ける業務であり、その期

間を超えて役務の提供を受けているため、派遣法第40条の２に違反する

等の違反事項を指摘し、当該違反事項に係る労働者派遣について、派遣

労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に労働者派遣

の受入れを中止すること等是正のための措置をとるよう指導した。この

指導は、同月10日及び12日に Ｆ が組合とともに派遣法違反を申告した

ことを受けて行われた。（甲12p６、33p３・p４、乙７） 

    また、愛知労働局は、会社に対し、同年６月10日付け是正指導書によ

り、 Ｇ が従事する業務が派遣受入期間の制限を受ける業務であり、そ

の期間を超えて役務の提供を受けているため、派遣法第40条の２に違反

する等の違反事項を指摘し、当該違反事項に係る労働者派遣について、

派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずること、労働者派遣の

受入れについて点検を行い、派遣受入期間の制限のある業務である場合

には改善を行うこと等の是正のための措置をとるよう指導した。この指

導は、同年４月14日に Ｇ が組合を通じ、派遣法違反を申告したことを

受けて行われた。（甲33p７、乙10の１） 

 （３）同年７月、 Ｆ 及び Ｇ （以下「 Ｆ ら」という。）は、会社に対し、

それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求める訴

えを、名古屋地方裁判所に提起し、平成23年４月28日に１審判決が、平
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成24年２月10日に２審判決が出たが、当事者双方から、上告及び上告受

理申立てがなされ、本件結審時において、この事件は最高裁判所に係属

している（以下、この訴訟を「別件訴訟」という。）。（甲15、41、乙101、

第３回審問調書 p６） 

 （４） Ｇ は、平成22年１月から名義上の学習塾の経営者となり、平成23年

２月からは実質上も学習塾の経営者となり、アルバイト４名を雇用して

いるが、 Ｇ が雇用するアルバイト４名は、いずれも組合には加入した

ことがない。（第２回審問調書 p32～p35、第３回審問調書 p５） 

    なお、組合は、その規約で、職務上経営権を持って使用者としての利

益を代表する者は組合員になれない旨規定している。（第２回審問調書

p43） 

 （５）会社は、本件結審時に至るまで、直用化団交申入れ及び労災団交申入

れのいずれにも応じていない。（第３回審問調書 p６） 

第３ 判断及び法律上の根拠 

  １ 組合の申立人適格について 

（１） Ｇ の労働者性について 

   ア 会社は、 Ｇ がアルバイト４名を雇用する学習塾の経営者となり、 

労組法第３条の「労働者」でなくなったので、 Ｇ に関する部分の申

立てについては、申立人は申立人適格を欠くと主張するので、まず、 

 Ｇ の労働者性について検討する。 

   イ  Ｇ が、平成22年１月から名義上の学習塾の経営者となり、平成23 

年２月からは、実質上も学習塾の経営者となって、アルバイト４名を

雇用していることは、第２、６（４）で認定したとおりである。 

   ウ 他方、 Ｇ が、平成21年４月13日に組合に加入し、翌14日、組合が 

会社に対し、 Ｇ を直接雇用することを求め団体交渉を申し入れたこ 

と、同人が同月末をもって会社での派遣就労を終えたことは、第２、 
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３（６）ウ及び５（２）アで認定したとおりであり、会社で就労する

派遣労働者であった Ｇ について、会社での派遣就労の終了に際し、

組合により直接雇用の申込義務の有無について問題が提起され、本件

において争われているのであるから、この限りにおいて、現時点にお

いても同人は、その加入する労働組合による団体交渉を通じて、労働

条件等について交渉する権利を有する「労働者」の地位にあるものと

いえる。 

   エ よって、会社の主張は採用できない。 

  （２） Ｇ の使用者の利益代表者該当性について 

ア 会社は、 Ｇ がアルバイト４名を雇用する学習塾の経営者であって、

労組法第２条第１号の「使用者の利益を代表する者」に該当し、同人

の参加を許す組合は、同条に適合する労働組合ではなく、申立人適格

を有しないと主張するので、 Ｇ の使用者の利益代表者該当性につい

て検討したうえで、前記１（１）と合わせて申立人適格について判断

する。 

   イ 労組法第２条は、使用者の利益代表者の参加を許す労働組合は、同    

法上の労働組合とはいえない旨規定しているが、同規定の趣旨は、使

用者の利益を代表する者を参加させることによって、当該労働組合が

使用者との関係において自主性を失うことを防止することにある。 

     したがって、使用者の利益代表者該当性の判断は、学習塾の経営者

となった Ｇ が加入していることで、組合の自主性が失われているか

否かの観点から、実質的に行うのが相当である。 

   ウ 組合は、その規約で使用者の利益代表者は組合員になれない旨規定    

していることは、第２、６（４）で認定したとおりであり、現時点で、

学習塾の経営者である Ｇ が組合に所属しているのは、前記１（１）

で判断した「労働者」の地位に基づくものであるといえる。 
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   エ  Ｇ   が学習塾の経営者としての側面を有するようになったことに 

より、組合の自主性が失われていること及び同人が会社の利益代表者 

に該当することについての疎明はない。また、同人が雇用するアルバ 

イト４名が、いずれも組合に加入したことがないことは、第２、６（４） 

で認定したとおりであり、同人が、組合に対する関係で、労組法第２ 

条第１号に規定する使用者の利益代表者に当たるとはいえない。 

   オ よって、組合は労組法第２条に適合する労働組合ではなく申立人適 

格を有しないとの会社の主張は採用できない。 

 ２ 会社の使用者性について 

 （１）組合の主張要旨 

   ア 派遣先において雇用契約の申込義務が具体的に発生し、申込みに当

たり、その労働条件について、派遣労働者と誠実に交渉しなければな

らない段階においては、派遣先は、「雇用契約上の雇用主」となるべ

き適格性・可能性が現実化・具体化し、交渉を通じて近い将来、派遣

労働者との雇用契約が成立する可能性が現実的かつ具体的に存する

者というべきであるから、会社は「雇用主に準ずる者」として、労組

法第７条第２号の「使用者」に当たるというべきである。 

     本件においては、 Ｆ らの業務は、派遣期間に制限のない政令26業

務に該当していないにもかかわらず、派遣期間の制限を超えて Ｆ ら

を使用していることから、会社には派遣法第40条の４の規定に基づき

直接雇用申込義務が発生している。 

     また、本件の場合、会社が派遣法の潜脱を意図して職種を偽装し、

派遣法上の派遣期間制限に違反しているのであるから、仮に派遣法上

の直接雇用申込義務が直ちに発生しないとしても、信義則上の直接雇

用の申込義務が発生しており、会社は労組法第７条第２号の「使用者」

に該当する。 
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     なお、別件訴訟で名古屋高等裁判所は、契約打切りに当たっての説

明義務を、 Ｇ について「法的義務」であると判示した。この判示を

前提とすれば、違法派遣の後、派遣労働者が、自らの雇用の打切りの

説明を求め、あるいは直接雇用を求めるために、会社に団体交渉を求

めた場合、これに応じることは会社の信義則上の法的義務である。 

   イ 本件において、会社による派遣受入期間制限の潜脱（職種偽装）の

存在、採用・賃金・業務内容・勤怠管理に関する具体的な指示・支配

関係は、労組法の労使関係を基礎づけており、会社に使用者性が認め

られる。具体的には以下のとおりである。 

   （ア） Ｆ について、会社は、① Ｆ を引き留めておく必要から、派遣

料金を増額することで Ｆ の賃金を増額しており、雇用主と同視し

うる程度に具体的に支配、決定できる地位を基礎づけている、②派

遣社員の技術、能力によって派遣料金を定め、派遣社員の給料体系

がＡ、Ｂ、Ｃの三つに区別されていたことから、正社員同様の給与

基準を採用していた、③派遣元の移籍において、賃金について多大

な影響力を発揮して、ホンダロジコムとの雇用契約を成立させてお

り、雇用主と同視できる程度に支配、決定できる地位にあった、④ 

 Ｆ の代替の見込みがつくと労働者派遣契約を解除して同人の就

労を拒否しており、同人の雇用の帰趨についてまで、雇用主と同視

できる程度に具体的に支配、決定できる地位にあった、⑤業務内容

を独自の裁量で拡大変更して指揮命令しており、雇用主と同視でき

る程度に具体的に支配、決定できる地位にあった、⑥勤怠管理を行

い、時間外労働を命令していた、⑦会社の社員と同様の愛社精神教

育をしていた、ことなどに鑑みれば、会社が、 Ｆ の労働関係のほ

とんど全てについて雇用主と同視できる程度に具体的に支配、決定

できる地位にあったといえる。 
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   （イ） Ｇ について、会社は、①スキルシートによる書類選考と職場見

学という事前面接を実施して派遣元の採用に関与していた、②事前

面接後に時給が増額されており、賃金決定に関与した、③会社の基

準によって労働時間の管理を行い、派遣元の労使協定を超える時間

の残業を命じ、欠勤する場合、会社の上司の許可を得ることとして

いた、④派遣元に事前の連絡をすることなく配置転換をしており、

労働者派遣契約を超える人事権限を行使し、また、従前業務とは異

なる業務を命令し、雇用主としての配置権限を行使した、⑤労災の

書類の提出や愛社精神教育において、会社の社員と同様に扱った、

⑥雇用契約打切りに関して多大な影響力を行使した、ことからする

と、会社が、 Ｇ の労働関係のほとんど全てについて、雇用主と同

視できる程度に具体的に支配、決定できる地位にあったといえる。 

   ウ 朝日放送事件判決（最高裁第三小法廷平成７年２月28日）は、雇用

主以外の事業主である派遣先についても、派遣労働者の基本的な労働

条件等について、派遣元と部分的とはいえ同視できる程度に現実的か

つ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限

りにおいて労組法第７条における使用者責任が認められることを原

則として認めたと解するべきであり、直接雇用に関する事項は、派遣

先にこそ処分可能な事項であるという点からも、派遣労働者の派遣先

に対する直接雇用に関する事項についての団体交渉申入れについて

は、当然使用者性が認められる。 

   エ  Ｇ の労災に関する団体交渉については、会社の直接の指揮命令に

基づいて労災が発生しており、その意味でも会社には労組法第７条の

使用者性が認められる。 

 （２）会社の主張要旨 

   ア 雇用契約成立前における「使用者」概念を拡張するとしても、「雇用
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主に準ずる者」として、労組法第７条第２号の「使用者」に当たると

いうためには、「将来雇用されることが確実」といえる段階に至って

いることが必要である。 

     そもそも、 Ｆ らが従事していた業務は政令26業務に該当し、派遣

元から派遣停止の通知はなされていないのであるから、派遣法第40条

の４に定める直接雇用申込義務は発生していないし、信義則という一

般法理をもって、直接雇用申込義務を負うと解することは極めて不相

当である。 

     仮に、直接雇用申込義務が発生しているとしても、会社が Ｆ らを

直接雇用する方針を立てたことはなく、直接雇用申込義務が発生して

いるというだけでは、 Ｆ らが会社に「将来雇用されることが確実」

とは到底いえないから、会社が「使用者」に該当することはない。 

   イ 労組法第７条第２号の「使用者」に該当するためには、雇用契約が

成立していることが前提とされており、「採用」を求める雇用契約成

立前の段階においては、「従前の雇用契約関係」が存在しない限り、

会社は、「使用者」に該当することはない。 

     また、本件においては、以下のとおり、会社は、 Ｆ らの労働条件

を雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定していた

とはいえず、会社は、労組法第７条の「使用者」ではない。 

   （ア） Ｆ について、①会社が関与するのは派遣料金であって、 Ｆ が

受け取る給与の額について決定していない、②ホンダロジコムは、

面接結果等を踏まえ、自らの判断で採用を決定した、③雇用契約解

除は Ｆ の勤務態度等からホンダロジコムが決定しており、会社は

かかる決定に関与していない、④ Ｆ が行っていた作業標準書の作

成や出張などの業務は、労働者派遣契約の業務の付随業務又は付随

的業務である、⑤労働時間は派遣元が管理していた。 
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   （イ） Ｇ について、①職場見学を行ったが、それ以前に派遣労働者の

人選は完了していた、②賃金は派遣元が決定しており、会社がその

金額を決定したことはない、③労働時間は派遣元が管理していた、

④部署異動の要請は異動日以前に派遣元に通知したが、手続上のミ

スにより労働者派遣契約書の締結が後になった、⑤ Ｇ の業務につ

いては、部分的に派遣法の規制に反することがあるものの、会社は

同人を派遣法に則り、派遣労働者として指揮命令していた。 

   ウ 直接雇用の申込みは、「基本的な労働条件等」に該当しない上、会社

が Ｆ らに対し「雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的か

つ具体的に支配、決定することができる地位」にないことからすれば、

会社が、「使用者」に該当することはない。 

   エ 派遣法第40条においては、苦情処理手続が設けられていることから

すれば、苦情処理手続が前置され、これが尽くされない限り派遣先を

「使用者」と解することはできない。したがって、 Ｇ の労働災害に

係る団体交渉要求事項に関して、 Ｇ が会社に対して苦情を申し入れ

たことがない以上、会社が「使用者」に該当することはない。 

     仮に、派遣法第40条の苦情処理手続が尽くされていなくとも派遣先

が「使用者」に該当するとしても、団体交渉申入れ時に派遣先でなく

なった場合には「使用者」に該当することはない。 

     また、労働者との雇用契約が終了した者が「使用者」に該当する場

合があることを認めるとしても、本件においては、 Ｇ に係る労災の

問題が、同人が会社に派遣されている間に具体的紛争として発生した

ということはなく、また、同人の労働者派遣が終了したために未解決

となっているということもない。更に、同人の労働災害に係る団体交

渉申入れは、労働者派遣終了後の近接した期間内になされたものとは

いえないことから、会社は「使用者」に該当しない。 
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 （３）判断 

   ア  Ｆ に係る使用者性について 

   （ア）派遣受入期間制限の潜脱について 

      第２、２（３）アで認定したとおり、 Ｆ に対する指揮監督は、

平成16年８月２日の会社での就労開始当初から会社の社員が行っ

ていたこと、及び同年３月に共栄紙器と会社は業務請負基本契約を

締結し、平成18年２月に労働者派遣基本契約を締結したことが認め

られ、会社での Ｆ の就労後、しばらくの間は、偽装請負の状態に

あったといえる。 

      また、 Ｆ に係る労働者派遣個別契約書において、業務内容は、

政令26業務のうち、電子計算機、タイプライター、テレックス又は

これらに準ずる事務用機器の操作の業務（５号）、文書、磁気テー

プ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリングの業務（８

号）とされていたことは、第２、２（３）イで認定したとおりであ

る。他方、第２、６（２）で認定したとおり、愛知労働局は、同人

が従事する業務が派遣受入期間の制限を受ける業務であり、その期

間を超えて役務の提供を受けているため、派遣法第40条の２に違反

するとして、是正のための措置をとるよう指導したことが認められ、

同人が従事した業務は派遣受入期間の制限のない政令26業務に該

当しないものと推認することができる。 

      しかしながら、 Ｆ が従事したＲｏＨＳ業務は、特殊な測定器を

操作して行われ、特にＧＣ－ＭＳの操作や測定結果の判定は複雑で

高度な専門的業務であったことは、第２、２（１）イ及び（２）ア

で認定したとおりであり、派遣受入期間の制限が、派遣先の常用雇

用の代替防止を目的として定められ、そのおそれが客観的に低い専

門的な業務については、その例外とされていることからすると、  
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Ｆが従事した業務の専門性の高さを考慮した場合、会社が、派遣受

入期間の制限を超えて同人の労務の提供を受け入れていたことを

強く非難することは適当ではない。 

また、派遣法第40条の４は、派遣受入期間の制限に反する場合、

派遣先に直接雇用の申込義務を課すにとどめていることからする

と、派遣受入期間の制限違反の問題は、主に直接雇用申込義務の有

無との関係において、即ち、近い将来において雇用関係が成立する

可能性が現実的かつ具体的に存するか否かを判断する場面におい

て考慮されるべきものといえる。 

そうすると、派遣法における派遣受入期間の制限が設けられた趣

旨と Ｆ の業務の専門性及び派遣受入期間の制限違反の場合の取

扱いからすると、会社が、派遣受入期間の制限を超えて同人の労務

の提供を受け入れていたことのみをもって、直ちに会社と同人との

間に労組法の労使関係を認めるのは困難といわざるを得ない。 

   （イ）共栄紙器の賃金決定への関与について 

      平成18年２月頃、 Ｆ が上司である Ｉ マネージャーに退職の相

談をし、時給が2,000円くらいあれば残る旨答えたこと、その後、

会社が共栄紙器との間で Ｆ に係る派遣料金の交渉を行い、派遣料

金を１時間当たり1,500円から2,200円に引き上げたこと、同人の給

料が、同年６月支給分から時給1,200円から1,900円に上がったこと

は、第２、２（４）ア、ウ及びエで認定したとおりであり、この派

遣料金の引上げは、会社が同人を引き留めておくことを目的に行っ

たものといえる。 

      しかしながら、 Ｆ が、 Ｈ 所長から時給1,500円の提示を受けた

が、これを断り、最低でも1,900円はほしい旨答えたこと、後日、

Ｈ 所長から時給1,900円にする旨伝えられたことは、第２、２（４）
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ウで認定したとおりであり、会社は、 Ｆ に係る派遣料金の引上げ

に関与したものの、最終的に同人の賃金を決定したのは、あくまで

も共栄紙器であると認められる。 

      なお、組合は、派遣社員の給料体系がＡ、Ｂ、Ｃの３段階に区別

されていたことをもって、派遣社員の技術、能力によって派遣料金

を定めており、正社員同様の給与基準を採用していたとも主張する。

第２、２（４）オで認定したとおり、会社は、 Ｆ が昇給したのと

同時期に、操作判定できる機器に応じて１時間当たりの派遣料金を

Ａランク2,200円、Ｂランク1,800円、Ｃランク1,500円の３段階に

分けたことが認められるが、会社が、業務の難易度により派遣料金

に差を設けたことをもって、社員と同様の給与基準を採用したとま

ではいえず、組合の主張は採用できない。 

   （ウ）ホンダロジコムの採用及び賃金決定への関与について 

       Ｆ が共栄紙器からホンダロジコムへ移籍するに際し、ホンダロ

ジコムが、会社から共栄紙器に代わって労働者派遣を行うよう打診

されたこと、 Ｆ の面接を行ったが、時給面で折り合わなかったこ

となどから採用を見合わせたこと、この面接結果を会社に伝えたと

ころ、会社から同人に係る派遣料金を１時間当たり2,700円に増額

する旨の申出があったこと、 Ｉ マネージャーから Ｆ の面接を再

度行うよう要請されていたことは、第２、２（６）アないしウで認

定したとおりであり、会社がホンダロジコムによる Ｆ の採用を強

く希望し、派遣料金引上げの申出や再度の面接要請を行ったものと

考えられる。 

      しかしながら、ホンダロジコムは、共栄紙器の派遣従業員を面接

の上、責任を持って雇用できる人であれば採用を検討することとし

ていたこと、ホンダロジコムは、 Ｆ に対し２回目の面接を行い、
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面接態度も改善されたことから採用を決めたことは、第２、２（６）

ア及びエで認定したとおりであり、派遣料金引上げの申出等会社の

一定の関与は認められるものの、あくまでもホンダロジコムが Ｆ  

の採用を決定したものとみるのが相当である。 

      また、賃金についても、 Ｆ が、ホンダロジコムの１回目の面接

において、時給が現在の1,900円より下がるのであれば雇用しても

らわなくていい旨答え、２回目の面接において、時給1,900円でホ

ンダロジコムと合意したことは、第２、２（６）イ及びエで認定し

たとおりであり、最終的に Ｆ の賃金を決定したのは、あくまでも

ホンダロジコムであると認められる。 

   （エ）雇用契約打切りへの関与について 

      平成21年２月19日頃、会社が、ホンダロジコムに対し、ＲｏＨＳ

業務の１名について労働者派遣契約を解除する旨通知したこと、同

月27日、ホンダロジコムが、 Ｆ に対し、雇用契約を打ち切る旨伝

え、その理由について、会社が同人を指定して労働者派遣契約を更

新しないと言ってきた旨述べたこと、翌日、 Ｆ が雇用契約打切り

について Ｉ マネージャーに尋ねたところ、同人が Ｆ のコストが

一番の問題である旨答えたことは、第２、２（８）ウないしオで認

定したとおりであり、会社が、ホンダロジコムに対し、 Ｆ を指定

した上で労働者派遣契約を解除したものといえる。 

      他方、平成20年９月頃、会社が、 Ｆ が従事していたＲｏＨＳ業

務について社員化の方針を決定したこと、この方針により、同年12

月１日に会社の社員の Ｋ がＲｏＨＳ検査室に異動になり、 Ｆ か

ら指導を受け、ＧＣ－ＭＳの操作及びこれに関する人間関係を引き

継いだことは、第２、２（８）ア及びイで認定したとおりであり、

平成21年２月頃には、 Ｋ がＧＣ－ＭＳの操作を習得し、 Ｆ に代
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わる人材となったことから、それ以降においては、会社としては派

遣料金がＡランクの労働者の派遣が必要なくなったものといえる。

そして、同年３月時点で、会社における派遣料金がＡランクの派遣

労働者は Ｆ しかいなかったことは、第２、２（８）オで認定した

とおりであり、会社が同人を指定して労働者派遣契約の解除を通知

したことは、実態として派遣料金がＡランクの労働者派遣契約の解

除を通告したものとみることができる。 

      そもそも、派遣先は、派遣元との間で、労働者派遣契約を締結す

るに当たり、派遣労働者に従事させる業務の内容を自由に決めるこ

とができること、会社が Ｆ を指定して労働者派遣契約の解除を通

告したことには、一応の合理的な理由があることから、これをもっ

て派遣先の立場を超えたものとまではいえない。 

   （オ）裁量による業務内容の拡大について 

       Ｆ が、ＲｏＨＳ業務で使用する測定器の作業標準書を作成した

こと、分析結果について見解の相違があった大阪のヒューズメーカ

ーに出張したこと、メッキ部品の分析方法を測定器に再設定する必

要が生じたことから、京都の分析機器メーカーに出張したこと、派

遣労働者の作業レベルの確認作業に関与したことは、第２、２（２）

イ及びウ並びに（４）オで認定したとおりである。 

      これらの業務は、いずれも Ｆ が従事していたＲｏＨＳ業務と関

連性があり、ＲｏＨＳ業務の本来業務又はその付随業務若しくは付

随的業務とみることができ、その内容からして頻度も少ないものと

いえることから、会社が、同人の業務内容を、独自の裁量で拡大変

更して指揮命令したとまではいえない。 

   （カ）労働時間の管理について 

      第２、２（７）ア及びイで認定したとおり、 Ｆ は、欠勤すると
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きには会社の上司に直接報告していたこと、会社からの指示に基づ

いて時間外労働を行っていたことが認められるものの、基本的には、

派遣元である共栄紙器は勤怠管理表により、ホンダロジコムはＩＣ

カードとタイムカードにより、それぞれ Ｆ の労働時間を管理して

いた。 

      また、労働者派遣個別契約書において、時間外労働を必要に応じ

て命じることができるとされていたことは、第２、２（３）イ及び

（６）オで認定したとおりであり、会社が時間外労働を指示してい

たことは労働者派遣契約に基づくものである。 

      なお、第２、２（７）イで認定したとおり、 Ｆ が、実際には時

間外労働をしていないにもかかわらず、 Ｉ マネージャーから勤怠

管理表に月10時間程度、時間外労働をした実績を付けるよう指示さ

れたことがあったことが認められるが、第２、２（４）エで認定し

たとおり、 Ｆ が従事したＧＣ－ＭＳを操作する業務に係る派遣料

金は世間相場に比べて非常に安い料金であったことが認められる

こと、 Ｉ マネージャーもそのように認識していたことからすると、

これは、 Ｆ の労働に見合う処遇を受けられるよう、 Ｉ マネージ

ャーが、個人的な好意として行ったものと推認でき、かかる事実を

もって、会社が Ｆ の労働時間を管理していたとまではいえない。 

   （キ）会社の社員と同様の扱いについて 

      第２、２（７）ウで認定したとおり、 Ｆ が、年に一度、パナソ

ニックグループの創業者の功績学習の展示を会社からの指示によ

り勤務時間内に見学することがあったことなどが認められるが、こ

うした事実があったからといって、会社が同人に対し、会社の社員

と同様の愛社精神教育を行っていたとまではいえない。 

      かえって、会社は、第２、２（７）エで認定したとおり、 Ｆ を
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含めた派遣労働者に対し、名札や入門許可証、社内製品従業員購入

制度について、会社の社員とは異なる取扱いをしていたのであり、

会社は、派遣労働者と会社の社員を区別して取り扱っていたことが

認められる。 

   （ク）小括 

      以上のとおり、 Ｆ に関して、会社は、派遣受入期間の制限を超

えて同人の労務の提供を受けていたものの、同人を会社の社員と同

様に扱っていたとはいえず、共栄紙器による賃金決定への関与、ホ

ンダロジコムによる採用及び賃金決定への関与、雇用契約の打切り

への関与、裁量による業務内容の拡大及び労働時間の管理等の各点

においても、派遣先の立場を超えて、雇用主と同視しうる程度に具

体的に支配、決定できる地位にあったとまでは認められない。 

      また、これらのことを合わせ総合的に判断しても、会社が、 Ｆ  

の労働関係について、雇用主と同視できる程度に具体的に支配、決

定できる地位にあったとまではいえない。 

      したがって、 Ｆ について、会社が労組法上の使用者に当たると

はいえない。 

   イ  Ｇ に係る使用者性について 

   （ア）派遣受入期間制限の潜脱について 

       Ｇ に係る労働者派遣個別契約書において、業務内容は、機械設

計で政令26業務の中の「第２号業務」とされていたことは第２、３

（３）アで認定したとおりであるが、第２、６（２）で認定したと

おり、愛知労働局は、同人が従事する業務が派遣受入期間の制限を

受ける業務であり、その期間を超えて役務の提供を受けているため、

派遣法第40条の２に違反するとして、是正のための措置をとるよう

指導したことが認められ、同人が従事した業務は派遣受入期間の制
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限のない政令26業務に該当しないものと推認することができる。 

      しかしながら、 Ｇ が従事した業務が、中国の子会社への製造移

管に伴う有圧換気扇の試作品の性能実験業務であることは、第２、

３（２）アで認定したとおりであり、常用雇用の代替のおそれが少

ないと考えられる一時的・臨時的な業務としての側面を有していた

といえる。 

そうすると、派遣法における派遣受入期間の制限が設けられた趣

旨と Ｇ の業務の一時的・臨時的側面及び派遣受入期間の制限違反

の場合の取扱いからすると、会社が、派遣受入期間の制限を超えて

同人の労務の提供を受け入れていたことのみをもって、直ちに会社

と同人との間に労組法の労使関係を認めるのは、困難といわざるを

得ない。 

   （イ）採用への関与について 

      平成19年11月12日、 Ｇ が、スタッフサービスから会社の業務を

紹介されたこと、職場見学を希望して同月15日にスタッフサービス

の担当者とともに会社を訪問したこと、職場見学では、会社の社員

が業務内容の説明を行い、 Ｇ に対し中学レベルの理科の知識があ

るか、残業が可能か等の質問をしたこと、同日夜、 Ｇ の採用を決

定したスタッフサービスが、同人に、時給が1,450円、就業開始日

が同月19日である旨伝えたことは、第２、３（１）イ、エ及びオで

認定したとおりである。 

      また、同月13日にスタッフサービスが、会社に候補者１名の人選

を行ったことを伝えるとともに、 Ｇ のスキルシートを送付したこ

とは第２、３（１）ウで認定したとおりである。 

      組合は、会社がスキルシートによる書類選考と職場見学という面

接を実施して、派遣元の採用に関与していたと主張するが、スキル
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シートの送付は、候補者１名を人選したとの通知後に、当該候補者

のものが送付されていることからすると、人選した当該候補者の技

能等を派遣先に紹介するために行われたものと、また、職場見学は、 

 Ｇ の希望で行われたことからすると、同人の就労意思とともに、

同人と会社双方のマッチングを最終的に確認するために行われた

ものとみるのが相当であり、会社が、派遣先の立場を超えて、派遣

元の採用に関与したとは認められない。 

   （ウ）賃金決定への関与について 

       Ｇ が、スタッフサービスから、平成19年11月12日に会社の業務

を時給1,350円で紹介されたこと、同月15日の職場見学後には時給

1,450円である旨を伝えられたことは、第２、３（１）イ及びオで

認定したとおりである。 

      組合は、職場見学後、 Ｇ の時給が増額されたことをもって、会

社が、派遣元の賃金決定に関与したと主張するが、職場見学後、会

社とスタッフサービスとの間で、同人の派遣料金の交渉を行った可

能性はあるものの、会社が賃金決定にまで関与したことを認めるに

足りる疎明はなく、会社が、派遣先の立場を超えて、賃金決定に関

与したとは認められない。 

   （エ）労働時間の管理等について 

       Ｇ は、スタッフサービスから、欠勤するときには、派遣先企業

とスタッフサービスに連絡するよう指示されていたこと、会社の社

員から時間外労働を指示されていたこと、時間外労働がスタッフサ

ービスの労使協定である月45時間を超えたことが派遣期間中３回

あったこと、スタッフサービスからはタイムカードの記入を５分単

位でするよう指示されていたが、会社からの指示により、会社の時

間管理に合わせて、15分単位で記入していたことは、第２、３（５）
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ア及びイで認定したとおりであり、会社は労働時間の管理に一定の

関与をしていたといえる。 

      しかしながら、スタッフサービスは、スタッフノートという就業

マニュアルを Ｇ に渡していたこと、同人にタイムカードの提出を

指示して労働時間を管理していたこと、時間外労働は会社とスタッ

フサービスとの労働者派遣個別契約書において、１日６時間、月45

時間、年360時間の範囲内とされていたことは、第２、３（１）ア、

（３）ア及び（５）アで認定したとおりであり、これらのことから

すると、会社が、派遣先の立場を超えて、労働時間の管理を行って

いたとまではいえない。 

      なお、組合は、スタッフサービスが Ｇ との間で締結した雇用契

約の内容をすべて会社が主導して決定していたとも主張する。第２、

３（３）イで認定したとおり、同人が派遣労働者雇入通知書兼就業

条件明示書と業務内容が異なる旨スタッフサービスに申し出たこ

と、２度目に受け取った派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書に

おける業務内容が、機械設計、政令第４条第２号業務になっていた

ことが認められるが、これは、スタッフサービスが契約書に記載す

る業務内容にあまり関心を持たず、 Ｇ の申出によって会社との間

の労働者派遣契約書の記載と同様にしたものにすぎないものとい

え、このことをもって、会社が、スタッフサービスと Ｇ との間の

雇用契約を主導し決定していたとまではいえない。 

   （オ）配置権限の行使について 

       Ｇ が、平成21年４月初め頃、 Ｌ マネージャーから、同月末の

１週間、レンジフードチームへ行ってもらいたいとの依頼を受けた

こと、同月13日の朝、 Ｌ マネージャーから、同日からレンジフー

ドチームへ行くよう求められ、同日から同月末日まで、技術グルー
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プ内の別のチームであるレンジフードチームにおいて就労したこ

と、会社は、スタッフサービスにこの配置転換を事後になって報告

したことは、第２、３（４）で認定したとおりである。これは、会

社が、派遣元との労働者派遣契約に基づかず、 Ｇ をレンジフード

チームで就労させたものといえるが、第２、３（４）イで認定した

とおり、後日、スタッフサービスとの間でレンジフードチームでの

業務に係る労働者派遣個別契約書を作成していることが認められ

ることから、手続の遅れはあるものの、会社は、あくまでも労働者

派遣契約に基づいて同人を就労させていたものといえ、労働者派遣

契約を超える人事権限を行使したとまではいえない。 

      また、 Ｇ が、平成20年夏頃、会社の社名変更に伴い、 Ｌ マネ

ージャーから指示されて、設計図に記載されている社名の変更作業

に従事したこと、平成21年２月10日の本件労災の翌日から２週間、

会社の上司の指示により、古い有圧換気扇の設計図や実験データの

整理の作業に従事したことは、第２、３（２）ウ及び４（３）で認

定したとおりである。組合は、会社の上記指示は、雇用主としての

配置権限を行使したものであると主張する。しかしながら、上記の

業務は、有圧換気扇の設計図や実験データの整理等の作業であり、 

 Ｇ が従事していた性能実験業務の付随業務又は付随的業務とみ

ることができ、雇用主としての配置権限を行使して、別の業務に就

かせたものとまではいえない。 

   （カ）会社の社員と同様の扱いについて 

      第２、３（５）ウで認定したとおり、 Ｇ は、会社の朝礼に毎日

参加し、社歌を唱和していたこと、会社の環境への取組についての

教育への参加や、パナソニックグループの創業者の偉業を宣伝する

展示会等への出席を勤務時間内に求められたことが認められる。 
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しかしながら、派遣先での職場秩序や服務規律の遵守は、派遣労

働者にとって、派遣業務遂行上の基本的な義務といえることから、

朝礼への参加や朝礼での社歌の唱和、環境への取組についての教育

への参加は、派遣業務に付随する業務といえるものである。また、

年に１度、パナソニックグループの創業者の偉業を宣伝する展示会

等への出席を求められたが、これらのことをもって、会社が会社の

社員と同様の愛社精神教育を行っていたとみることは困難である。 

      かえって、第２、３（５）エで認定したとおり、 Ｇ についても、

名札、入門許可証及び社内製品従業員購入制度において、会社の社

員とは異なる取扱いを受けていたことが認められ、会社は、派遣労

働者と会社の社員を区別して取り扱っていたことが認められる。 

   （キ）雇用契約打切りへの関与について 

      組合は、 Ｇ の雇用契約打切りに関して、会社が多大な影響力を

行使したことは明らかであると主張するが、同人が登録型派遣労働

者であること、会社はスタッフサービスと労働者派遣契約を更新す

るか否かを自由に判断し、決定できることからすると、会社がスタ

ッフサービスと同人との雇用契約打切りに一定程度影響力を有し

ているのは当然といえ、スタッフサービスが同人との雇用契約を打

ち切ったことに関して、会社が派遣先の立場を超えて、多大な影響

力を行使したとまではいえない。 

   （ク）小括 

      以上のとおり、 Ｇ に関して、会社は、派遣受入期間の制限を超

えて同人の労務の提供を受けていたものの、同人を会社の社員と同

様に扱っていたとはいえず、採用及び賃金額決定への関与、労働時

間の管理、配置権限の行使及び雇用契約打切りへの関与等の各点に

おいても、派遣先の立場を超えて、雇用主と同視しうる程度に具体
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的に支配、決定できる地位にあったとまでは認められない。 

      また、これらのことを合わせ総合的に判断しても、会社が、 Ｇ  

の労働関係について、雇用主と同視できる程度に具体的に支配、決

定できる地位にあったとまではいえない。 

したがって、 Ｇ について、会社が労組法上の使用者に当たると

はいえない。 

   ウ 直接雇用に係る団体交渉の使用者性について 

     次に、 Ｆ らについて、基本的に会社の使用者性が認められない場

合にあっても、交渉事項によっては、会社が団体交渉に応じるべき使

用者と認められる場合もあると考えられることから、以下検討する。 

   （ア）直接雇用という採用に関する事項は、労使関係が発生していない

ことが前提であるから、原則として団体交渉になじむものではない

が、近い将来において雇用関係が成立する可能性が現実的かつ具体

的に存するなどの事情があれば、直接雇用に関する事項も義務的団

交事項となり、使用者として団体交渉に応じる義務が生じる場合も

あると考えられる。 

   （イ）組合は、 Ｆ らについて、派遣法第40条の４又は信義則上の直接

雇用申込義務が発生しており、近い将来において会社と雇用関係が

成立する可能性が現実的かつ具体的に存すると主張する。 

   （ウ）派遣法第40条の４で規定されている派遣先による派遣労働者への

雇用契約の申込義務は、派遣法第35条の２第２項の規定による通知

を派遣先が受け取ることを要件としていると解するのが相当であ

るところ、会社が同項の規定による通知を派遣元から受け取ったこ

との疎明はないのであるから、会社には派遣法上の雇用契約の申込

義務は発生していないと解せざるを得ない。 

   （エ）しかしながら、派遣法が派遣労働者の雇用の安定等に資すること
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を目的としていることからすると、本件のように、会社が派遣受入

期間の制限を超えて Ｆ らの労務の提供を受けている場合には、派

遣法上の直接雇用の申込義務がないことをもって、直ちに近い将来

において会社と雇用関係が成立する可能性が現実的かつ具体的に

存しないとして使用者性を否定するのは適切ではない。特に、本件

においては、会社が、愛知労働局から是正指導を受けていることは、

第２、６（２）で認定したとおりであり、会社と Ｆ らとの間で雇

用関係が成立する可能性が現実的かつ具体的に存すると判断され

る余地もある。そこで、直用化団交申入れがあった当時、会社が、 

 Ｆ らを直接雇用し、継続して従前の業務に従事させる可能性があ

ったか否か、また、会社の言動により、 Ｆ らが、会社に直接雇用

されるとの期待を抱くことにつき、特段の事情が認められるか否か

について検討する。 

   （オ）まず、 Ｆ について、第１団交申入れの時点では、会社は、同人

が担っていたＲｏＨＳ業務について社員化の方針を決定し、会社の 

 Ｋ が Ｆ に代わる人材になっていたことから、 Ｆ が、直接雇用

されて従前の業務に従事する可能性はほとんどなかったものとみ

るのが相当である。 

   （カ）次に、 Ｇ について、第２、３（６）アで認定したとおり、第２

団交申入れのあった平成21年４月中旬には、同人が主に従事してい

た小型有圧換気扇の性能実験業務が完了していることが認められ、

同人が、直接雇用されて同業務に従事する可能性はなかったものと

いえる。 

      また、第２、３（２）イで認定したとおり、 Ｇ が、小型有圧換

気扇の性能実験業務の余った時間に大型有圧換気扇の性能実験業

務に従事することがあったこと、大型有圧換気扇の性能実験業務は、
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モーター部分を中国製のものに取り替えるという合理化業務とし

て行われていたことが認められる。そうすると、同人が従事した大

型有圧換気扇の性能実験業務は、小型有圧換気扇の性能実験業務の

手待ち時間に行っていたにすぎず、しかも、その業務自体も中国製

モーターへの取替えに伴う一時的・臨時的な業務といえる。更に、

平成21年４月１日以降、別の派遣労働者１名が、大型有圧換気扇の

性能実験業務を担当したことは第２、３（６）ウで認定したとおり

であり、これらのことからすると、 Ｇ が、直接雇用されて大型有

圧換気扇の性能実験業務に従事する可能性はほとんどなかったも

のとみるのが相当である。 

   （キ）会社が、 Ｆ らを直接雇用する方針を立てたとか、 Ｆ らに対し

直接雇用の申入れをしたとかの事情は認められない。 

      第２、２（５）で認定したとおり、 Ｉ マネージャーが、 Ｆ に

対し、平成18年夏頃と平成20年１月頃に、会社の社員となる意向が

あるかを確認したことが認められるが、これは Ｉ マネージャーが

会社の人事部に相談する前に同人の意向を確認したものにすぎず、

これをもって、会社が、同人を直接雇用する方針を立てたものとも、

直接雇用の申入れをしたものともいえない。 

      なお、会社が、 Ｆ を引き留めておくために、同人の派遣料金を

引き上げたことが認められるが、このことによって、同人が派遣労

働者としての就労が継続する期待を抱くことがあったものといえ

るが、更に進んで直接雇用されるとの期待を抱くことがあったとま

では認められない。 

      また、 Ｇ については、会社が派遣受入可能期間の制限を超えて

労務の提供を受け入れていたこと以外に、直接雇用されるとの期待

を抱く特段の事情は認められない。 
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      これらのことからすると、 Ｆ らが、会社に直接雇用されるとの

期待を抱くことについて、特段の事情を認めることはできない。 

（ク）小括 

      以上のとおり、会社と Ｆ らとの間に、近い将来において雇用関

係が成立する可能性が現実的かつ具体的に存するということはで

きず、直接雇用という交渉事項について、会社は組合からの団体交

渉申入れに応じるべき使用者に当たるとはいえない。 

      なお、組合は、別件訴訟において名古屋高等裁判所が、 Ｇ につ

いて、契約打切りに当たっての説明義務を法的義務であると判示し

たことをもって、 Ｆ らが、自らの契約の打切りの説明を求め、直

接雇用を求めるために会社に団体交渉を求めた場合にこれに応じ

ることは、会社の信義則上の法的義務であると主張するが、仮に、

会社にそのような説明義務が生じていたとしても、かかる説明義務

の発生をもって、会社と Ｆ らとの間で、雇用関係が成立する可能

性が現実的かつ具体的に存するとまではいえないのであって、上記

判断を左右するものではない。 

   エ 本件労災に係る団体交渉の使用者性について 

   （ア）派遣先の事業者は、派遣法第45条により、労働安全衛生法第３条

で定める「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場に

おける労働者の安全と健康を確保する」責務を負うこととされ、同

法第20条で定める、労働者の危険防止措置については、専ら責任主

体とされているのであるから、派遣先の事業場において発生した派

遣労働者の労働災害に関する危険防止措置等については、派遣先の

事業者が、具体的に支配、決定できる地位にあるといえる。 

   （イ）労災団交申入れが、平成21年２月10日に会社の春日井工場内にお

いて、性能実験業務を行っている時に発生した Ｇ の労働災害に関
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しての危険防止措置等を交渉事項とするものであることは、第２、

５（３）アで認定したとおりであり、かかる事項を交渉事項とする

限り、会社は、労組法上の使用者に当たる。 

   （ウ）会社は、派遣法は苦情処理手続を設けており、団体交渉を申し入

れるには同手続を経る必要がある旨主張するが、労組法上、そのよ

うに解すべき理由は見当たらず、そもそも、派遣法上の苦情処理手

続と労組法上の団体交渉は、趣旨、目的も異なるのであるから、こ

の点に関する会社の主張は失当である。 

      また、会社は、労働者派遣期間中に具体的紛争として発生してい

ないこと、労働者派遣が終了したために未解決となっていないこと、

労災団交申入れが労働者派遣終了後の近接した期間内になされて

いないことから、会社は「使用者」に該当しないと主張する。 

      しかしながら、義務的団交事項についての団体交渉申入れが、労

働者派遣終了後に派遣先に対してなされた場合であっても、①当該

紛争が派遣就労と密接に関連して発生したこと、②派遣先において、

当該紛争を処理することが可能かつ適当であること、③団体交渉申

入れが、労働者派遣終了後、社会通念上合理的といえる期間内にさ

れること、との要件が満たされれば、派遣先はなお「使用者」とし

て、当該事項について団体交渉に応じる義務があると解するのが相

当である。 

      本件においては、①交渉事項が、会社での派遣就労中に発生した

労働災害に関しての危険防止措置等であり、派遣就労と密接に関連

して発生していること、②派遣先である会社において、本件労災に

係る問題を処理することが可能であり適当であること、③労災団交

申入れが、平成22年5月13日であり、 Ｇ が会社での派遣就労を終

えたのが、平成21年４月末日であることは、第２、３（６）ウ及び
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５（３）アで認定したとおりであり、労災団交申入れが、本件労災

発生から約１年３か月後、また、 Ｇ が会社での就労を終えてから

１年を超えてなされていることは明らかであるが、かかる期間の経

過が、団体交渉申入れを行うに当たり、社会通念上合理的期間を超

えているとまではいえないことから、会社の主張は採用できない。 

   （エ）小括 

      以上のとおり、本件労災に関しての危険防止措置等という交渉事

項については、会社は労組法上の使用者に当たると認められる。 

   オ まとめ 

      会社は、 Ｆ らとの労働関係について、雇用主と同視できる程度に

具体的に支配、決定できる地位にあったとまではいえず、労組法上の

使用者に当たらないこと、また、会社と Ｆ らとの間に、近い将来に

おいて雇用関係が成立する可能性が現実的かつ具体的に存するとい

うことはできず、 Ｆ らの直接雇用という交渉事項についても、労組

法上の使用者に当たらないことから、会社は、直用化団交申入れに応

じるべき労組法上の使用者には当たらず、会社が直用化団交申入れに

応じなかったことは、労組法第７条第２号に該当する不当労働行為で

あるとはいえない。 

      しかしながら、本件労災に関しての危険防止措置等という交渉事項

については、会社は、具体的に支配、決定できる地位にあることから、

労組法上の使用者に当たり、労災団交申入れに応じるべき労組法上の

使用者に当たると認められる。 

 ３ 労災団交申入れに対する会社の対応について 

 （１）組合の主張要旨 

   ア 組合及び Ｇ は、 Ｇ と会社との間には雇用契約関係があると主張

し続けている。その意味で、同人と会社はその限りでなお「雇用され
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た労働者」と「使用者」に該当する。 

   イ 団体交渉要求事項のうち、①労働安全衛生法上の労働者に対する危

険防止措置は、労災に対する派遣先の責任を明確にする前提として意

味がある。そして、派遣法上も労働安全衛生法上、派遣先である会社

に一定の義務を課していることは明らかなのであるから、義務的団交

事項に該当することは明らかである。 

     ②被災後、会社が、 Ｇ に派遣契約にない事務労働をさせた理由に

ついては、派遣先が派遣契約を超えた労働を派遣労働者に命じる法的

根拠を派遣契約に求めることができない以上、派遣先と派遣労働者の

間の直接的な労働契約の存在を認定する以外に法的な根拠がないこ

とになる。その意味で派遣労働者の労働条件に関する団交事項であり、

義務的団交事項となる。 

     ③通院慰謝料相当額の損害賠償の請求については、派遣先が労働災

害に関して民事責任がある場合に、派遣労働者が労災保険給付を超え

る損害について派遣先に損害賠償を請求できることは当然である。し

かも、派遣先は、指揮命令にかかわる安全配慮義務を負うのであり、

この安全配慮義務の違反として、債務不履行に基づく損害賠償請求を

行うことももとより可能である。派遣先である会社に対する Ｇ の損

害賠償請求について、責任の有無及び損害賠償額等を明らかにするこ

とは、義務的団交事項に該当する。 

   ウ 派遣期間中に労災問題についての紛争がなかったというのも、 Ｇ 

の当時の知識の不足に起因するものであり、労災事故の内容とその後

の会社の対応が別件訴訟で明らかになった時点で、労災事故に関して

その責任や事故後の対応、責任に応じた補償などの問題が残されてい

ることを知った同人及び組合が別件訴訟係属中に団体交渉を申し入

れることは合理的であって、訴訟戦術上の申入れなどではない。 
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   エ 実際に就労していた時期の安全配慮義務や職場環境の整備、就労条

件について話し合うことは、賠償の前提となる過失判断、責任判断に

影響する事項である。その意味で、未だ行われていない労災補償（慰

謝料）や派遣先の責任について団交の必要性が存在するのは明らかで

ある。 

 （２）会社の主張要旨 

   ア 労災の問題が、 Ｇ が会社に派遣されている間に具体的紛争として

発生したことはなく、また、同人の労働者派遣が終了したために未解

決になっていることもない以上、同人は会社の「雇用する労働者」に

該当しない。 

     また、会社は、本件労災直後に対策を実施しており、解決済みの事

項であり、 Ｇ の傷害の程度も軽微であり、本件労災に係る団体交渉

を、同人の労働者派遣終了後、約１年間も放置したものであり、労災

団交申入れは、労働者派遣終了後の近接した期間内になされたものと

はいえない。したがって、団体交渉の申入れが、雇用関係終了後、社

会通念上合理的といえる期間内にされたものではないことから、同人

が会社の「雇用する労働者」に該当しないことは明らかである。 

   イ 団体交渉要求事項のうち①当時の労働者に対する危険防止の措置に

ついては、非組合員に関する事項であり、義務的団交事項とはならな

い。また、労災団交申入れが行われた時点で会社で就労している組合

の組合員は存在しないことからすれば、本件労災発生当時の会社の労

働者に対する危険防止の措置について団体交渉が行われたとしても、

組合の組合員の労働条件の向上が図られるわけではない。したがって、

義務的団交事項ではない。 

     また、団体交渉要求事項の②労働災害後に、 Ｇ に事務労働をさせ

た理由及び③通院慰謝料相当額の損害賠償の請求は、過去の事実を問
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題として金銭の請求や謝罪を求めるものであるため、仮に団体交渉が

行われたとしても、同人は会社の労働者でなく、また、同人の労働条

件その他の待遇そのものが左右されることにはならないことから、義

務的団交事項にならないことは明らかである。 

   ウ  Ｇ が、別件訴訟において会社が労災隠しを行ったと主張し、それ

に反する客観的証拠を会社が提出したところ、突如として、労災団交

申入れがなされたのであり、そのタイミングからして、組合の意図が

同人に係る労働条件等の話合いを目的とするものとは到底考えがた

く、労災団交申入れは、目的が不当であるから、会社が団体交渉を拒

否したことには、正当な理由がある。 

   エ 損害賠償責任等については、過去の事実を問題として損害賠償金の

支払いを求めるものであって、これについての団体交渉が行われたと

しても、 Ｇ の労働条件その他の労働者の待遇そのものが左右される

ものではなく、会社に団体交渉義務を認める実益も理由もない。 

 （３）判断 

    組合が労災団交申入れを行ったこと、会社がこれに応じていないこと

は、第２、５（３）及び６（５）で認定したとおりである。 

    会社が、労災団交申入れに応じるべき労組法上の使用者に当たること

は、前記２（３）オで判断したとおりであるが、会社は、団体交渉に応

じない正当な理由があると主張するので、以下検討する。 

   ア  Ｇ が会社の「雇用する労働者」ではないとの点については、前記

２（３）エ（ウ）で判断したとおり、労災団交申入れが、同人が会社

での派遣就労を終えてから１年を超えてなされていることが認めら

れるが、この期間の経過のみをもって、社会通念上合理的といえる期

間を経過しているとはいえないことから、会社はなお「使用者」とし

て、団体交渉に応じる義務があり、同人も「雇用する労働者」たる地
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位を失ったとはいえない。 

   イ 義務的団交事項でないとの点については、交渉事項が、①当時の労

働者に対する危険防止の措置について、②被災後、 Ｇ に事務労働を

させた理由について、③通院慰謝料相当額の損害賠償の請求について

であったことは、第２、５（３）アで認定したとおりである。 

     まず、交渉事項③については、労災保険給付の価額の限度を超える

損害について、使用者は民法上の損害賠償の責を免れず、被災労働者

は使用者に対して民法上の損害賠償請求をすることができるところ、

派遣先は派遣労働者の危険防止措置について、専ら責任主体となって

いるのであり、当該交渉事項については、本件労災に関する会社の責

任を明らかにさせ、その清算を求めるものであるといえるので、義務

的団交事項に当たる。 

     次に、交渉事項①については、第２、３（６）ウで認定したとおり、

平成21年５月以降、会社で就労する組合の組合員はいないことが認め

られることからすると、当該交渉事項は、交渉事項③の損害賠償を請

求する前提として、本件労災に対する会社の責任を明確にする趣旨で

あったとみることができ、交渉事項③に関連するものであることから、

義務的団交事項に当たるといえる。 

     なお、交渉事項②については、派遣期間就労中の派遣労働者に対す

る指揮命令は、派遣先である会社が支配、決定できる地位にあること

から、一般的に義務的団交事項と考えられる。しかしながら、本件に

おいては、平成21年５月以降、会社で就労する組合の組合員がいない

のであるから、かかる事項について交渉を行ったとしても、組合員の

労働条件が改善されるものとはいえず、義務的団交事項に当たるとは

認められない。 

   ウ 次に、会社は、団体交渉拒否の正当理由として、労災団交申入れの
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タイミングからして、 Ｇ の労働条件等の話合いを目的とするものと

は考えがたいと主張する。 

   （ア）第２、４（４）で認定したとおり、組合は、平成22年１月時点で 

 Ｇ のけがを軽いけがと主張していること、同年２月頃、組合の執

行委員長が同人から、社会保険労務士が労災隠しである旨発言した

との話を聞いたことが認められ、これらの事実を認識していたにも

かかわらず、組合は直ちに団体交渉申入れを行っていないことから

すると、この時点では、組合は、本件労災を特段問題視していなか

ったといえる。 

   （イ）組合は、同年５月になって労災団交申入れを行っているが、この

時期になった理由について、 Ｇ の当時の知識不足や別件訴訟で労

働災害の内容やその後の会社の対応が明らかになって労働災害に

関しての責任やそれに応じた補償の問題が残されていることが明

らかになり、会社に対する責任の追及が可能になったからと主張す

る。 

      しかしながら、 Ｇ に知識不足があったとしても、組合は、同年

１月には、既に本件労災を認識していること、本件労災の内容やそ

の後の同人に対する会社の対応については、同人自身が認識してい

ること、同人以外の従業員に対する会社の危険防止措置等について

は、会社で就労する組合の組合員が存在しない状況では、組合には

利害関係がないと考えられることから、組合の主張する上記の理由

に合理性があるとはいえない。 

   （ウ）組合は、 Ｇ のけがの程度を、第２、４（４）で認定したとおり、

平成22年６月時点で全治１か月と主張するが、同年１月の段階では、

軽いけがと主張していることが認められ、その主張が一貫性を欠く

こと、第２、４（１）及び（３）で認定したとおり、本件労災は指

 - 47 -



の皮が直径７ミリメートルほどとれたのもので、本件労災後、同人

は、診察した医師から仕事の制限の指示を受けておらず、病院への

通院も１回だけであったこと、数日後からは自ら傷口の消毒とガー

ゼ交換を行っていること、２週間後には従前の業務に復帰している

ことが認められ、これらのことからすると、同人のけがの程度は軽

かったものとみるのが相当である。 

      また、会社の社内安全衛生規則上、25キログラムを超える重量物

は二人で扱うことが義務づけられていたこと、これに反し、 Ｇ は

約30キログラムのモーターを一人で台の上に置こうとして本件労

災を発生させたことは、第２、４（１）で認定したとおりであり、

本件労災発生について、同人にも一定程度責任があったものと認め

られる。 

      そうすると、あえて本件労災について、会社に対して通院慰謝料

相当額の損害賠償に関する団体交渉の開催を求めること自体に不

自然さを免れない。 

   （エ）本件労災を特段問題視していなかった組合が、突然、通院慰謝料

相当額の損害賠償の請求及びその前提としての会社の責任追及を

交渉事項等として団体交渉を申し入れたことに不自然さがあるこ

とからすると、労災団交申入れの目的が、損害賠償請求以外の点に

あったと考えるのが合理的である。 

   （オ）小括 

 Ｇ は、「雇用する労働者」たる地位を失ったとはいえず、労災

団交申入れの交渉事項①及び③は、義務的団交事項に当たる。しか

しながら、組合は、労災団交申入れ時点において、既に直用化団交

申入れに会社が応じることを求めて本件申立てを行っていたこと、

第２、６（３）で認定したとおり、別件訴訟で Ｆ らが会社を相手
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方として雇用契約上の権利を有する地位にあることを争っていた

ことを合わせ考えると、労災団交申入れの主たる目的は、本件労災

に関することというよりも、会社と Ｆ らとの間の直接的な労働契

約の存在や直接雇用に係る団体交渉を行うことにあったものと考

えるのが自然であるといえ、会社が労災団交申入れに応じなかった

ことについては、正当な理由があったといわざるを得ない。 

   エ まとめ 

前記２（３）オで判断したとおり、労災団交申入れについては、会

社は、労組法上の使用者に当たるが、労災団交申入れに応じなかった

ことについて、正当な理由があったといわざるを得ないことから、会

社が労災団交申入れに応じなかったことは、労組法第７条第２号に該

当する不当労働行為であるとはいえない。 

 よって、当委員会は、労組法第27条の12及び労働委員会規則第43条により、

主文のとおり命令する。 

 

  平成24年９月24日 

 

                   愛知県労働委員会 

                    会長 塩 見  渉 ○印  

 


